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【格付検査を第三者機関に委託する方法（B方式）】

ドレッシング，風味調味料，乾燥スープ

認証審査

（初年度）

定期調査

（年次）

審査/調査手数料 一貫製造の工場 ¥272,000 ¥117,000

長時間加算※1 ― （＋\57,000）

バルク工場 ¥257,000 ¥114,000

包装工場※2 ¥171,000 ¥100,000

外注先

（1か所当たり）

バルク製造

包装

（＋\163,000）

（＋\77,000）

（＋\68,000）

（＋\54,000）

旅費・交通費

（弊財団の規程に定める遠方

の場合は出張費を加算）

審査員の実費相当額

（＋出張費）

審査員の実費相当額

（＋出張費）

製品検査

（1試料当たり）

規格に定める「品質」

ごとに2試料

規格に定める「品質」

ごとに1試料

ドレッシング ¥7,000 ¥7,000

風味調味料 ¥21,000 ¥21,000

乾燥スープ ¥10,000 ¥10,000

臨時確認調査 ¥99,000

製造施設の増改築※3 ¥88,000

外注先の追加 （包装工場） ¥82,000

（バルク工場） ¥129,000

外注先の増改築 （包装工場） ¥54,000

（バルク工場） ¥68,000

再審査手数料※4 ¥65,000

　認証取得後，毎年1回以上の定期調査を実施します。目的は，認証の技術的基準との適合性確認及びJAS格

付製品の日本農林規格への適合性確認です。定期調査で不適合事項が認められなければ認証の継続となりま

す。不適合事項が認められた場合は，弊財団の指示に従い是正対応をしていただきます。重大な不適合が認め

られた場合は，認証の取消等を行います。詳細については「違反時の対応について」をご参照ください。

格付検査を自ら行う格付方法に移行
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【格付検査を第三者機関に委託する方法（B方式）】

ドレッシング，風味調味料，乾燥スープ

その他の費用

講習会
※5

一般講習会

専門講習会 ¥20,000

¥4,000

財務諸表等（謄本又は抄本等，1件につき） ¥2,000

情報提供に基づく認証事項の確認のための手数料※6 定期調査手数料と同額

弊財団でのJAS認証には，年会費や売上高による加算金はありません。

記載の手数料はすべて消費税別です。

（一社）日本農林規格協会の定めるとおり

認証証書再交付（1件につき）

※4　審査の中で不適合事項や申請されていない事項が認められた場合に再度審査を行う場合で，実地調査（訪問）を

        伴うとき。

※1　定期調査が8時間を超える場合（審査員が2名の場合は合算）。

※2　製造の一部を行う場合も含む。

※3　規格の種類追加を伴う場合は，製品検査を行うため，別途製品検査手数料を加算。

※5　一般社団法人日本農林規格協会が実施する一般講習会と，弊財団が実施する専門講習会を両方受講した者を認証の

技術的基準に定める「認証機関が定める講習会を修了した者」とする。

※6　情報提供を受け，弊財団にて実施の必要があると判断した場合。
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